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【提出書類】 半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の５第５項

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 2026年１月27日

【中間会計期間】 第31期中（自　2025年３月１日　至　2025年８月31日）

【会社名】 株式会社アクアライン

【英訳名】 Aqualine Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　楯 広長

【本店の所在の場所】 広島県広島市中区上八丁堀８番８号

【電話番号】 082-502-6644（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部長　古関 耕造

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関３丁目３－２　新霞が関ビルディング１F

【電話番号】 03-6758-5588 （代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部長　古関 耕造

【縦覧に供する場所】 株式会社アクアライン　霞が関事務所

(東京都千代田区霞が関３丁目３－２ 新霞が関ビルディング１F）

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2026年１月９日付けで半期報告書の訂正報告書を提出いたしましたが、記載事項に誤りがありましたので、当該半

期報告書の訂正報告書を取り下げるものであります。

　

２ 【訂正事項】

2026年１月９日付け提出　半期報告書の訂正報告書

　

３ 【訂正箇所】

2026年１月９日付けで提出した半期報告書の訂正報告書の取り下げ。
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